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【阪神間初】障害のある会計年度任用職員（非常勤事務補助員）による 

尼崎市版チャレンジ雇用「ハートフルオフィスup×３
アップスリー

」を始めます！ 

 

尼崎市は、12 月１日から、①障害者の一般就労へのステップアップのためのスキル向上及び経

験や実績の蓄積②庁内職場の障害者への理解向上③庁内業務の推進－を目的に、新たに障害者を

会計年度任用職員（非常勤事務補助員）として任用し、阪神間自治体としては初の取り組みとな

る尼崎市版チャレンジ雇用（注１）「ハートフルオフィスup×３
アップスリー

」を開始します。 

本市では、これまでも市役所内で就労実習を行う「障害者就労チャレンジ事業（週 20時間、概ね

１～２カ月間の短期雇用）を実施するなどして、積極的に障害者の雇用機会を創出してきました。 

今後は、同チャレンジ事業など既存事業に加えて、本事業を実施することで、障害者活躍推進計

画にある「障害特性に応じた多様な形態での任用」に取り組み、より一層の就労機会の拡大を図

ります。 

 

 

１ 事業名称「ハートフルオフィスup×３
アップスリー

」 

ハートフル…障害のある職員だけでなく全ての職員にとって優しい取り組み 

３つの up…①障害者の一般就労へのステップ up  ②庁内職場の障害者への理解度 up 

③庁内業務の進捗 up  

 

２ 事業の特色 

アウトソーシング等になじまず本市各課に残る単純定型業務（伝票整理、システム入力、書類ス

キャン等）を、ジョブコーチの支援を受けながら、非常勤事務補助員が担当します。 

⑴ 障害特性に応じた新たな形態での障害者雇用機会の創出 

・障害者採用について、従来の正規職員、障害者就労チャレンジ事業（短時間・短期雇用）に加え、

非常勤事務補助員として任用 

・原則として、法定雇用率を踏まえた人数を任用し、障害種別（精神、知的、身体）は問わない 

・一般就労へのステップアップのため、任用期間満了の際は、民間企業等への就労支援を行う 

⑵ ジョブコーチによる支援 

 ・上記非常勤事務補助員への支援や助言、所管課との業務調整を行う、専門知識と実務経験を有

する会計年度任用職員（非常勤行政事務員）を新たに任用 

 

３ 任用の概要 

▼非常勤事務補助員（週 30時間勤務） 

 ・採用人数 29人の応募があり、12月１日付け３人、来年１月１日付け２人を採用予定です 

 ・対象   ▽療育手帳▽精神障害者保健福祉手帳▽身体障害者手帳－のいずれかの交付を

受けていて、その他条件に該当する人 

・任用期間 １年単位、最長３年程度 
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▼非常勤行政事務員（週 30時間勤務） 

 ・採用人数 11月１日付け採用１人、来年１月１日付け採用１人 

 ・対象   採用時 59 歳以下で、介護福祉士・介護支援専門員・社会福祉士・保健師などい

ずれかの資格を持ち福祉分野などで３年以上の実務経験がある人 

以 上 

 

（注１）チャレンジ雇用：国や各自治体において、障害者を１年から３年間雇用し、その経験を生かして一

般企業への就職を実現するもの。 




